
子
育
て
家
庭
へ
の
経
済
支
援

比
較
社
会
保
障
研
究
者

日
本
の
児
童
手
当
制
度
は
、
義
務
教

育
終
了
前
の
第
３
子
以
降
を
対
象
に
、

手賓∞酢計は註つ党ｍ麟研詢罐だ発　　　一

期
だ鶴
茉
憂
≫
離
　
の

膨
饒
蒙
耀
黎藻

扶

腋鮒
協
勢
銹
凛確
躍
喫　
・こ

い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
子
育
て
家
庭
に

対
す
る
経
済
支
援
の
在
り
方
を
巡
り
、

数
十
年
に
及
ぶ
政
策
論
争
と
大
胆
な
改

革
を
重
ね
て
き
た
ド
イ
ツ
の
事
例
を
紹

介
し
、
今
後
の
日
本
で
の
議
論
の
参
考

に
供
し
た
い
。
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戦
後
の
ド
イ
ツ
で
は
、
保
守
の
キ
リ

ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟

（Ｃ
Ｄ
Ｕ
・

こ
う
た

ろ

う

耕
太
郎

１
９
５
０
年
山
口
市
生
ま
れ
。
京
都
大
法
学

部
卒
。
厚
生
省

（現
厚
生
労
働
省
）
障
害
福
祉

課
長
、
内
閣
外
政
審
議
室
内
閣
審
議
官
な
ど
を

経
て
、
９５
年
山
口
女
子
大

（現
山
口
県
立
大
）

社
会
福
祉
学
部
教
授
。
著
書
に

「社
会
保
険
の

現
代
的
課
題
」
、
共
著
に

「は
じ
め
て
の
社
会

保
障
」

（有
斐
閣
ア
ル
マ
）
な
ど
。

Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
の
政
権
下
で
、
若
干
の
紆
余

曲
折
を
経
て
、
最
終
的
に
６４
年
の
連
邦

児
童
手
当
法
に
よ
り
、
第
２
子
以
降
に

対
し
て
連
邦
一
般
財
源
に
よ
り
児
童
手

当
を
支
給
す
る
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
６９
年
に
政
権
に
つ
い

た
社
会
民
主
党

（Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
は
、
保
守

の
家
族
観
に
対
抗
し
、
多
様
な
生
活
共

同
体
や
女
性
の
就
労
自
立
を
目
指
し
、

ま
た
所
得
再
分
配
政
策
を
重
視
し
た
。

子
育
て
支
援
に
つ
い
て
は
、
育
児
に
関

わ
る
低
所
得
家
庭
に
対
し
て
も
等
し
く

給
付
が
行
き
渡
る
よ
う
、
７５
年
に
児
童

扶
養
控
除
を
全
廃
し
、
こ
れ
に
よ
る
大

規
模
な
増
税
財
源
を
用
い
て
児
童
手
当

を
抜
本
的
に
拡
充
し
た
。
そ
の
た
め
支

給
対
象
児
童
数
、
支
給
総
額
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、　
一
気
に
３
倍
前
後
の
規

模
に
急
拡
大
し
た
。

そ
の
後
８２
年
に
政
権
復
帰
し
た
Ｃ
Ｄ

Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
は
、
再
び
手
当
と
控
除
の

２
元
制
を
復
活
さ
せ
、
児
童
手
当
に
所

得
制
限
を
設
け
た
上
で
、
少
額
の
扶
養

控
除
を
設
け
た
。

こ
れ
に
対
し
、
受
給
額
が
減
少
し
た

家
族
か
ら
憲
法
訴
訟
が
相
次
い
で
提
起

さ
れ
、
９０
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定

を
は
じ
め
と
す
る

一
連
の
決
定
で
、
８２

年
か
ら
８５
年
ま
で
の
規
定
が
違
憲
と
判

示
さ
れ
た
。

決
定
で
は
、
国
家
は
納
税
義
務
者
に

対
し
て
、
人
に
値
す
る
最
低
限
度
の
所

得
を
非
課
税
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
判
示
。
ま
た
、
家
族
に
対
し
て
は
、

家
族
を
構
成
す
る
全
員
の
最
低
生
活
費

を
非
課
税
と
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

さ
ら
に
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、

人
と
し
て
の
最
低
生
活
を
保
障
す
る
た

め
の
社
会
扶
助

（日
本
の
生
活
保
護
に

当
た
る
）
の
給
付
水
準
が
基
準
と
な
る

こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

・

・・
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一一量

一
連
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
を

受
け
て
、
政
府
は
所
得
税
法
お
よ
び
連

邦
児
童
手
当
法
を
抜
本
的
に
改
正
し
、

９６
年
１
月
か
ら
は
、
所
得
税
法
に
基
づ

く
一
律
の
児
童
手
当
と
扶
養
控
除
を
組

み
合
わ
せ
、
新
た
な
一
元
的
な
家
族
貢

献
調
整
の
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

こ
の
制
度
は
、
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま

で
、
政
権
交
代
を
経
て
も
広
く
国
民
に

支
持
さ
れ
、
制
度
と
し
て
社
会
に
し
っ

か
り
と
定
着
し
て
い
る
。

２４
年
現
在
、
子
１
人
当
た
り
毎
月
２

５
０
腎

（約
４
万
円
）
の
児
童
手
当
が

所
得
制
限
な
く
全
て
の
１８
歳
未
満
の
子

に
支
給
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一
定
所
得
以

上
で
所
得
税
の
扶
養
控
除
の
額
の
方
が

こ
れ
よ
り
も
有
利
な
世
帯
に
対
し
て

は
、
年
末
に
自
動
的
に
税
務
署
が
調
整

し
、
そ
の
差
額
を
支
給
す
る
。
支
給
総

額
は
総
額
５
７
２
億
腎

（約
９
兆
円
）

に
上
る
。

日
本
の
こ
ど
も
未
来
戦
略
は
、
少
子

化
対
策
に
税
財
源
の
裏
打
ち
を
行
わ

ず
、
給
付
を
伴
わ
な
い
拠
出
金
負
担
を

医
療
保
険
料
に
上
乗
せ
す
る
な
ど
、
制

度
構
築
が
破
綻
し
て
い
る
。

社
会
保
険
料
の
負
担
増
に
対
す
る
国

民
の
厳
し
い
視
線
と
相
次
ぐ
選
挙
の
結

果
を
踏
ま
え
る
と
、
財
源
の
在
り
方
を

中
心
に
、
児
童
手
当
と
税
の
扶
養
控
除

の
一
元
化
、
基
礎
控
除
の
適
正
な
水
準

や
生
活
保
護
と
の
関
連
も
含
め
て
、
客

観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
議
論
を
尽

く
し
、再
構
築
を
図
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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